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第６章 地域別景観形成方針 

 

６―１地域区分の設定                       

ここでは、地域での景観まちづくりを進めていくために地域別の景観形成方針を設定し

ます。 
地域単位としては、市街地の成り立ちによるまとまりや日常生活圏の広がり等を考慮し、

住民が一体の地域として共有できる範囲ということから、次の３つのエリア（日本海エリ

ア、瀬戸内・日本海エリア、内陸・山間エリア）により区分します。 
なお、旧市内については、これまでの景観形成への取り組みや景観資源の集積度等を考

慮し、瀬戸内・日本海エリアをさらに３地区（中央地域、東部地域、西部地域）に区分し

たうえで、それぞれの方針を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊北 

豊田 

菊川 

豊浦 

＜内陸・山間エリア＞（菊川・豊田地域） 
・田畑や山々など豊かな自然に囲まれた地域。 
・市民意識からも、山並みや森林、ホタルや田畑

などの自然がこの地域を印象づけている。 

＜日本海エリア＞（豊浦・豊北地域） 
・長く美しい海岸線を軸として、生活と海との関わりが深

い地域。 
・市民意識からも、響灘などの海への眺め、背後の丘陵地

に連なる山並みの緑などがこの地域を印象づけている。 

＜瀬戸内・日本海エリア＞（旧下関地域） 
・臨海部を中心として市街地が形成され、特に関門海峡沿いは市の商業・業務、交流の拠点として高

次都市機能が集積するとともに、数々の歴史の舞台に登場した厚みのある歴史を有する地域。北部

は豊浦山系の豊かな自然が残る。 
・市民意識からも、関門海峡への眺めや、都市機能の集積する街並みや夜景などの都市景観、歴史的

街並みなどがこの地域を特徴付けている。 

周防灘 

（瀬戸内海） 

響灘 

（日本海） 

旧下関 

・既に景観形成に係る基本方針が設定され、関

門地区のように先導的に景観形成が進められ

ている地区がある。 
・景観形成上重要な資源が多く存在する。 
・一体的な景観形成のために都市計画との連携

が必要である。 
以上のことから、エリア内を特性に応じて３地

区に区分する。 
（都市計画マスタープランの地域区分を参考） 

図 6-1 地域区分と地域概要 
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前述の地域区分に従い、本市の景観形成基本方針を各地域において展開するため、地域別の

景観形成方針を以下のとおり設定します。 
瀬戸内・日本海エリア①-旧下関中央地域 景観形成方針 
≪基本方針≫ 

高次都市機能の集積する下関市の顔として、関門海峡などの豊かな自然や、培ってきた厚

みのある歴史を活かし、多彩で美しく活力ある海峡都市の景観まちづくりを推進します 

N

城下町長府の街並みや歴史的

資源の保全・活用 

下関の副都心にふさわしい

商業・業務地の景観形成、

及びその周辺の良好な住宅

地景観の形成 

火の山等の主要な視点場から

の眺望確保 

海峡の背景となる斜

面緑地等の保全 

風致地区に調和した適切

な沿道サービス・業務地

区の景観形成 

火の山等の山並みの緑や市街地

の背景をなす斜面緑地の保全 

綾羅木古墳群等の 

歴史的資源の保全と活用 

城下町長府の歴史性

や風土性に配慮した

市街地景観の形成 

テーマ性や連続性のある夜間景観の演出 

中心市街地及びその周辺地区における個

性的で賑わいのある都市景観の創出 

海峡の歴史を伝える歴史的資源の保全・活

用、及びその周辺も含めた顕在化への配慮 

ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ地区における「海」との関わり

を重視した景観誘導 

歴史的街並みに調和する住宅

地の修景の推進 

歴史的建造物等を活かした夜

間景観の形成 

海峡を縁取る水際の魅力を高め、海が身近

に感じられる個性ある景観の創出 

幹線道路からの海への眺めを

守るとともに、海との関わり

のなかで、地域の魅力を活用 

海岸部の自然環境の保全 

６－２地域別景観形成方針                     

図 6-2 景観形成方針図（旧下関中央地域） 

住宅・集落景観

＜凡　例＞

商業・業務地景観

工業地景観

田園景観

自然地景観

水辺景観

公園・緑地景観

自然環境保全（自然公園）

都市環境保全（風致地区）

自然

景観資源拠点

歴史

都市・まち

くらし・文化

都市拠点

生活拠点

歴史拠点

自然観光拠点

鉄道・新幹線

幹線道路（国道・主要地方道）

海への眺望保全

中心市街地景観誘導

市街地景観誘導

田園景観保全
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N

周防灘沿岸の穏やかな干潟風景や 

海岸部の自然環境の保全と活用 

四王司山系の山並みや 

田園景観の保全 

木屋川や神田川等の河川環境の保全と 

市民の憩いの場としての活用 

小月 

旧山陽道沿いに残る歴史的資源の保全 

背景の山並みや田園景観等に

調和した国道 491号の沿道景

観形成 

旧山陽道沿いに残る町家等の 

歴史的資源の保全・活用 

東行庵からの周辺眺望の確保 

歴史的景観に調和した住宅地

景観の形成 

瀬戸内・日本海エリア②-旧下関東部地域 景観形成方針 
≪基本方針≫ 

旧山陽道沿いに育まれた地域の歴史性を活かしながら、山や川、田園など豊かな自然を身近に感じられる良好な生活環境を目指した景観

まちづくりを推進します 

図 6-3 景観形成方針図（旧下関東部地域） 
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住宅・集落景観

＜凡　例＞

商業・業務地景観

工業地景観

田園景観

自然地景観

水辺景観

公園・緑地景観

自然環境保全（自然公園）

都市環境保全（風致地区）

自然

景観資源拠点

歴史

都市・まち

くらし・文化

都市拠点

生活拠点

歴史拠点

自然観光拠点

鉄道・新幹線

幹線道路（国道・主要地方道）

海への眺望保全

中心市街地景観誘導

市街地景観誘導

田園景観保全
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N

田園景観の遠景を構成する 

竜王山系の山並み保全 

内日地区の広がりのある田園景観 

の保全・育成、及び原風景として 

の里山の保全・活用 

深坂溜池や内日水源地等の 

土木遺産の保全と緑の拠点づくり 

市民の憩いやふれあいの場としての「深

坂自然の森」の景観保全・活用 

北浦海岸や蓋井島の自然景観の保全

と美化の促進 

竜王山系の裾野に広がる 

田園景観や集落景観の保全 

県道下関長門線を軸とした豊か

な自然環境と一体となった道路

景観の形成 

幹線道路からの海への眺めを守

るとともに、海との関わりのな

かで、地域の魅力を結ぶ軸とし

て豊かな交流創出に活用 

瀬戸内・日本海エリア③-旧下関西部地域 景観形成方針 
≪基本方針≫ 

美しい響灘の海と、緑豊かな山々の自然に包まれた、うるおいと安らぎを感じる良好な生活環境を目指した景観まちづくりを推進します 
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図 6-4 景観形成方針図（旧下関西部地域） 

住宅・集落景観

＜凡　例＞

商業・業務地景観

工業地景観

田園景観

自然地景観

水辺景観

公園・緑地景観

自然環境保全（自然公園）

都市環境保全（風致地区）

自然

景観資源拠点

歴史

都市・まち

くらし・文化

都市拠点

生活拠点

歴史拠点

自然観光拠点

鉄道・新幹線

幹線道路（国道・主要地方道）

海への眺望保全

中心市街地景観誘導

市街地景観誘導

田園景観保全

国道191号沿いの海への眺望保全 

建築物・屋外広告物等の景観誘導 
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内陸・山間エリア 景観形成方針 
≪基本方針≫ 

市民のくらしを穏やかに包み込む山林景観や、農耕文化を映し出す田園景観、豊田湖等の

豊かな水辺景観を、都市との交流の中で守り・育む景観まちづくりを推進します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 豊かな自然環境や景観の保全

と交流拠点としての景観形成 

自然公園区域内での 

建築物・広告物等の景観誘導 
田園景観の背景となる 

山並みや山林の緑の保全 

ホタルの生息する 

貴重な河川環境の保全 

小日本菊川の代表的な田園景観に調和 

した国道491号沿いの景観誘導 

田園・集落景観と調和した 

幹線道路沿道の商業施設・ 

広告物等の景観誘導 

田部川、木屋川等の河川環境の保全と 

河川景観を活かした交流空間の創出 

伝統的な農業施設等

の保存・活用 

歌野地区の自然環境や景観の保全と 

自然活用型観光地としての景観形成 

峠や展望所等からの国見の景観に 

配慮した景観形成 

自然と溶け合った豊田湖の豊

かな水辺景観の保全と活用 

図 6-5 景観形成方針図（内陸・山間エリア） 

住宅・集落景観

＜凡　例＞

商業・業務地景観

工業地景観

田園景観

自然地景観

水辺景観

公園・緑地景観

自然環境保全（自然公園）

都市環境保全（風致地区）

自然

景観資源拠点

歴史

都市・まち

くらし・文化

都市拠点

生活拠点

歴史拠点

自然観光拠点

鉄道・新幹線

幹線道路（国道・主要地方道）

海への眺望保全

中心市街地景観誘導

市街地景観誘導

田園景観保全
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日本海エリア 景観形成方針 
≪基本方針≫ 

美しく長い海岸線を基軸に、海や山並みなどの自然と、培ってきた歴史や温泉をテーマに、 

豊かな交流の促進につながる景観まちづくりを推進します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N

周辺の自然環境と調和した 

良好な集落景観の形成 

市街地・集落の背景となる 

山並みや山林の緑の保全 

美しい海岸線の保全、国道191号

沿いの海への眺望確保と建築

物・広告物等の景観誘導 

歴史ある 

クスの森の保全・継承 

自然と歴史性を活かした湯町地区

の情緒豊かな温泉地景観の形成 

市街地部に立地する商業施設等

の広告物等の景観誘導 

厚島展望公園から

の眺望に配慮した

景観形成 

都市機能の集積による 

賑わいと魅力ある景観形成 

伝統的な漁港・漁村の人々の営

みの中で育てられた景観の保全 

川棚温泉やﾘﾌﾚｯｼｭﾊﾟｰｸなどの自然を

活かした交流・ﾘﾌﾚｯｼｭ空間の形成 

風情と賑わいがあり、歩いて楽し

い温泉地への誘導景観の創出 

生活と関わりの深い 

河川環境の保全と活用 

自然公園区域内での建築物・ 

広告物等の景観誘導 

幹線道路からの海への眺めを

守るとともに、海との関わりの

なかで、地域の魅力を結ぶ軸と

して豊かな交流創出に活用 

図 6-6 景観形成方針図（日本海エリア） 

住宅・集落景観

＜凡　例＞

商業・業務地景観

工業地景観

田園景観

自然地景観

水辺景観

公園・緑地景観

自然環境保全（自然公園）

都市環境保全（風致地区）

自然

景観資源拠点

歴史

都市・まち

くらし・文化

都市拠点

生活拠点

歴史拠点

自然観光拠点

鉄道・新幹線

幹線道路（国道・主要地方道）

海への眺望保全

中心市街地景観誘導

市街地景観誘導

田園景観保全

豊かな自然環境や景観の保全

と観光交流拠点の景観形成 

周辺の自然環境も含めた土井ヶ

浜遺跡の保全と歴史的交流拠点

としての活用 


